
Title 1258年山西浮山県天聖宮給文二碑礼記

Author(s) 高橋, 文治

Citation 内陸アジア言語の研究. 2010, 25, p. 171-186

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/26138

rights

Note

Osaka University Knowledge Archive : OUKAOsaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University



1258年 山西浮山県天聖宮給文二碑札記

高 橋 文 治

私はかつて山西省を旅 した折,浮 山県の文廟において,石 刻拓本のスナ ッ

プ写真数枚がガラスケースに収められて展示されているのを見た ことがある.

その うちの一種は冒頭に 「聖旨裏」,末 尾に 「収執照用准此 戊午年」の文字

があるように見え,係 員か ら忽必烈の聖旨碑だ との説明を受けた.明 らかに

モンゴル時代の聖 旨碑 ないし出給文碑の拓影である.だ が,た とえば蔡美彪

『元代白話碑集録』にそのような聖旨碑があった記憶はない.そ の未知の碑

刻に私は非常に大 きな興味をもったが,如 何せん,ス ナップ写真は文字が読

み取れるような代物ではな く,ま た文廟の係員に質問 しても要領 を得ない.

やむなく,許 可を得てそのスナップ写真をさらにスナップ写真に収め,碑 刻

の所在等詳細情報の入手を諦めて浮山県の文廟を後 にした.そ れが10数 年

以上 も前の ことであった.し かるに,日 本学術振興会科学研究費補助金基

盤研究(B)「 中国社会へのモンゴル帝国による重層的支配の研究 元朝

史料学の新展開をめざして 」の報告書 『13,14世 紀東アジア史料通信』

第10号(2009年3月)に 掲載 された龍谷大学教授 ・村岡倫氏の論考 「モ ン

ゴル時代の山西平陽地区 と諸王の権益 聖姑廟 「阿識罕大王令 旨碑」 より

」に,私 が浮山県の文廟で見たと思われる碑刻の録文が 「原型通 り」 と

思 しき文字配置で紹介 されていることを知った.私 は直ちに村岡倫氏に連絡

を取 り,碑 の現状やその内容についての詳細をお伺いすると同時に,こ の碑

刻の札記を書かせていただきたい旨を申し出た.村 岡氏 はご快諾 くださった

ばか りか,私 が知らない姚錦玉主編 『龍角山与慶唐観 文化遺存』(山西省浮

山県老区建設促進会編印,2002年)と いう参考資料までお教え くださり,さ ら

にはその書籍 をお貸 しくださった.学 術史資料の公開のみを念頭 に置かれ る
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村岡氏の,研 究者 としての良心 に感銘を受けるとともに,こ の碑刻を紹介す

る功績をお譲 り下さった寛容さに深い感謝を捧げる次第である.

さて,村 岡氏が前掲論文で紹介 された録文 と,姚 錦玉主編 『龍角山与慶唐

観 文化遺存』が掲載する録文,な らびに私がかつて撮ったスナップ写真の

スナップ写真 とを詳細に検討 した結果,私 が同一の碑刻だ と思った二種は元

来別々の碑刻だということが判った.す なわち,私 のスナ ップ写真 と姚錦玉

主編 『龍角山与慶唐観 文化遺存』掲載のそれ とは同碑(以 下,こ れをA碑

と呼ぶ)で あるが,村 岡氏紹介の碑刻は別の出給文を刻したもの(以 下,こ れ

をB碑 と呼ぶ)で あった.A碑 は 「戊午年(1258)三 月十一日立」 という紀年

をもつ 「全真教第八代代表 ・張志敬」の出給文,一 方のB碑 は 「戊午年四月

十三 日」 という紀年をもつ 「平陽府路道録司」の出給文である.以 下,A碑

とB碑 の録文 ・日本語訳 ・語注を先ず示 し,そ の後 に簡単な考察を付す.

A碑

蒙哥皇帝聖旨裏,

宣諭倚付漢児田地裏応有先生那延張真人,懸 帯

御前金牌,掌 管教門事.除 欽依外,拠 平陽府路道録申該,浮 山県

天聖宮道士□平智状告,本 宮 自唐以来

太上五現聖跡去処,毎 歳多有向道壇信,各 行施利,崇 奉香火,所 得銭物,

従来尽是本宮常住,明 附文暦,収 受修補公用.今 有本宮道士不

循 已先規矩,将 銭物不入常住,沮 壊宮門.更 指説起立因縁,私 将

化道銭物入己.申 乞禁約,護 持施行.得 此文解,当 所相度,依 准所

申,発 文字,到 日,仰 省会宮門諸執事人等,照 依自来体例,循 蹈規

矩,将 毎歳香信銭物,常 住収受,附 暦支銷,依 公用度,無 得中間却

有欺隠.如 違之人,本 宮綱首将犯人依理責罰.如 是不服,申 解,本

路道録司所追.仍 勧告率道衆,修 補殿宇,増 置産業,依 時念経,告
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天祝延

聖寿,以 報

国恩,無 得懈怠.除 已行下平陽府路道録司,更 為禁約,照 会.拠 此須至指揮.

右,付 浮山県天聖宮.常 住永遠収執照用.准 此.

戊午年三月十一日立

〔註〕

●天聖宮 ・太上五現聖跡 「太上」は太上老君,す なわち老子を指す.『龍

角山記』(『道蔵』所収)に よれば,山 西省浮山県龍角山に老子が五たび姿を現

し,「唐帝の祖なり」 と名乗って唐の太宗 ・李世民 とその一族の隆興を予言 し

たという(唐 王朝は老子を帝室の遠祖とみなした).こ れを記念して当地に玄宗

が慶唐観 を建立,そ の慶唐観が北宋の黴宗の頃には天聖観 と名額を変え,恐

らく金元交替期に宮に昇格 したもの と思われる(い つから 「天聖宮」に名を改

めたかは 『龍角山記』にも記述がない).● 常住一 「常住」は一般には動

詞 として用いるが,こ こでは 「常住」するに必要な費用全般を指していう.「浄

財」 といった意.● 指説起立因縁一 道観が 「起立 した因縁」を 「指 し

示 しなが ら説 く」,の意.「絵解 き」などの類を言うだろう.● 文解一 『吏

学指南』「公式」「文解」の条に 「謂発明事端,申 呈之異名」 とい う.

●相度 『吏学指南』「発端」「相度」の条に 「謂詳審事理而議也」 とい

う.● 省会 「知る」「理解する」「悟る」等の意.文 言にいう 「知(し

ろしめす)」 と同意で,こ こでは 「管理する」の意 ●綱首一 『金史』

巻46「 食貨志」1「 戸口」の条に 「令民以五家為保.… …宰臣謂旧以五家為保,

恐人易為計搆而難覚察,遂 令従唐制,五 家為隣,五 隣為保,以 相検察.京 府

州県郭下則置坊正,村 社則随戸衆寡為郷置里正,以 按比戸口,催 督賦役,勧

課農桑.村 社三百戸以上則設主首四人,二 百以上三人,五 十戸以上二人,以

下一人,以 佐里正禁察非違.置 壮丁,以 佐主首巡警盗賊 猛安謀克部村寨,
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五十戸以上設寨使一人,掌 同主首.寺 観則設綱首.凡 坊正 ・里正,以 其戸十

分内取三分,富 民均出顧銭,募 強幹有抵保者充,人 不得過百貫,役 不得過一年」

といい,ま た,元 好間 『続夷堅志』巻1「 張童入冥」に 「寺有一僧呂姓者,年

未四十,儀 表殊偉,曽 上州作綱首」 という.「綱首」には 「荷物(す なわち 「綱」)

の主」の意 もあるが,こ こでの 「綱首」は,寺 観の財産 ・規律を管理監督する,

寺観内の僧侶 ・道士をい う.「三綱」の首の意。

〔訳〕

モ ンケ皇帝のおことばによって,漢 人の土地のすべての道士たちに対 してノ

ヤ ンとなれ,と 言って聞か された張(志 敬)真 人が発給する.(張 真人はモン

ケ皇帝の)御 前で親しく授けられた金牌を帯びて道教教門を取 り仕切っている.

ただこの命に従 うに,い ま,平 陽府路の道録司の上申書に次のようにいう,「浮

山県 ・天聖宮の道士 ・□平智の訴えによれば,『天聖宮は唐 よりこの方,太 上

老君が五たびお姿を現 し(唐 朝隆興の予言を行った)聖 地 として,毎 年,多 く

の有徳の信者が布施を行い,祈 りをささげる地である.そ れらの銭物は従来

すぺて本宮の財産 とし,(浄 財 として用吟てよいという)明 文化 された書類 も

与えられ,天 聖宮の補修な どに用いてきたが,今,本 宮の道士は先の規定 を

遵守せず,銭 物を寺産 とせずに宮門の運営を阻害 し,さ らには,本 宮の縁起

を絵解 きにして銭物を募 り,そ れを自身の懐に入れている者がいる.上 申す

るので,禁 令 を明らかにし,天 聖宮の運営をお守 りいただきたい』」とのこと.

内容をよく吟味して,上 申にしたがって文書を発給する故,こ の給文が到着

す る日に天聖宮のもろもろの管理者 に周知徹底 し,当 然の決まり・従来の掟

に従って,毎 年のお布施 ・香花料は浄財 として受領 し,明 文化 された決 まり

通 りに支出 ・運用せよ.あ いだで欺瞞 ・隠匿があってはならない.も し違反

す るものがいれば,天 聖宮の綱首が犯人を規定通 りに裁 け.そ の裁きにもし

服さなければ,平 陽府路の道録司に上申書を提出してその裁きに委ね,天 聖

宮にいる道士たちをよく導き,建 物を修復 して寺産を増や し,時 節にしたがっ
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て祭祀を行い皇帝の長寿を祈って,公 家のご恩に報いよ.怠 けてはならない.

従来の規定はもちろん,平 陽府路の道録司に新たに文書 を降すゆえ,よ く理

解 して禁令を行え.こ れについてはきっと指導を降すものである.

右,浮 山県天聖宮に与える.浄 財 についてはこの文書を永 く保持 して参照せよ.

これを受けよ.

戊午(1258)年 三月十一 日 立(石)

B碑

蒙哥皇帝聖旨裏,

大王令旨裏,

宣諭倚付漢地先生那延掌教真人師父箚付裏平陽路道録□.准 □

掌教真人師父指揮該.本 司申.天 聖宮係

太上五現聖跡去処,毎 歳香信,自 来常住,附 暦支収,今 有一等不循規□

道士,将 香銭不入常住,乞 禁約施行.

蒙准所 申,如 文字到,仰 省会本宮道士諸執事人等,依 自来体例,

将香信常住,附 暦収支,依 公用度,無 得中間欺隠,若 有違犯之人,

合本宮綱首責罰,如 不服,申,本 院断遣施行.除 外,相 度須合行下.

宣□□□所□下□□□此発去,仰 照験収管,依 奉施行.如 違,申 本院

□治罪施行.□ □□□毎日念経告

天.

□□□先□収□□□□不違犯施行□□.不 得違□.須 □指揮.

右,下 浮山県天聖宮綱首.准 此.

戊午年四月十三日
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〔註〕

●本院 「院」に相当する機関はこの時代 になく,こ こでは張志敬 その人

を指す と思われる.道 録司 と中書省礼部の中間に仮に設定 された架空の組織

を,便 宜上 「院」 と呼んだのである.「本」は 「その」 といった一種の指示

代名詞.「院」は,『吏学指南』「府号」「院」の条が 「堅宅なり.唐 に始 まる.

枢密 ・翰林の司を以て院と日うな り」 という 「院」.後 の集賢院や宣政院も,

同様の発想から 「院」と名付けられた.● 断遣 『漢語大詞典』は 「判

決遣発」という.

〔訳〕

モンケ皇帝のおことばによって 「大王」たることを認め られたクビライ大王

のおことばにより,漢 人の土地のすべての道士たちに対 してノヤ ンとなるこ

とを委ねられた掌教真人師父(張)が,箚 付を与えて平陽路道録司に任じた

者が発給する文書.掌 教真人師父(張)の 指導によれぼ,『平陽路道録司が掌

教真人師父(張)に 上申して 「天聖宮は太上老君が五たびお姿を現 し(唐 朝隆

興の予言を行った)聖 地として,毎 年のお布施 ・香花料を浄財 とし,(浄 財 とし

て用いてよいという)明 文化された書類 も与 えられて支出してきた.今,決 ま

りを守らない道士たちがいて,香 花料を財産の中に入れていないので,禁 令

を実施 していただきたい」という.こ の上申をうけ,(掌 教真人師父(張)の)

文書がそちらに着 く日に,天 聖宮の道士たち ・もろもろの管理者に周知徹底

し,元 からの決 りに従って,香 花料を天聖宮の浄財 とし,明 文化された書類

通 りに支出 し,決 められた通 りに用いよ.中 間で隠匿 ・詐取があってはなら

ない.も し違反するものがいれば,天 聖宮の綱首が処罰せ よ。もし服従 しな

いものがいれば,本 院(平 陽路道録司の上司)に 上申して裁きを執行する.従

来の規定はもちろん,内 容をよく吟味して,上 申の事項については(平 陽路道

録司に)文 書を降し,(裁 きを執行する).こ のことについては文書を発給する

ゆえ,確 認のうえ受 け取 り,裁 き通 りに施行せよ.も し違反すれぼ,本 院(平

陽路道録司の上司)に 上申せよ.本 院が裁きをつける.(□ □□□□)毎 日,経
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文 を読 み 天 を祈 っ て(公 家の ご恩 に報 い よ.怠 けて はな らな い).

□ □ □ □ □ □ 違 反せ ず執 行せ よ.き っ と指 導 を 降 す もの で あ る』 とい う.

右,浮 山 県 天聖 宮 の綱 首 に与 え る.こ れ を受 け よ.

戊 午(豆258)年 四 月 十 三 日

考察

A・B二 碑の最も重要な特徴は,ほ ぼ同一時期にほぼ同一の発給者か ら,同 一

の道観に対してほぼ同内容の文書が発給されている点である.し かもその年は,
(Dモ

ンゴル時代の所謂 「道仏論争」が一応の決着を見た戊午(1258)年 であった .

B碑 は,判 読不可能な文字が後半部に多 く見 られるものの,た とえばA碑

で 「本宮自唐以来太上五現聖跡去処,毎 歳多有向道壇信,各 行施利,崇 奉香火,

所得銭物,従 来尽是本宮常住,明 附文暦,収 受修補公用」と記述されるものが「天

聖宮係太上五現聖跡去処,毎 歳香信,自 来常住,附 暦支収」 と述べ られるように,

全体はA碑 のダイジェス トであり,「掌教真人師父指揮該」以下,末 尾の 「不

得違口.須 □指揮」に至 るまで,恐 らくA碑 を簡潔に引用 して繰 り返したも

のに他ならない.二 碑 は 「戊午年三月十一 日立」と 「戊午年四月十三 日」 と

される日付部分と,「那延張真人」 と 「平陽路道録□」 とされる発給者のみが

僅かに異な り,A碑 で述べ られる 「那延張真人」の 「指揮」が 「平陽路道録

□」に与 えられた返信 として繰 り返 されているのがB碑 だ と見てよい.受 給者 ・

天聖宮は,同 一内容の出給文を,発 給者を替えて受 け取 る必要があったので

ある.

また,も う一つ注 目すぺ きは,A碑 の冒頭にいう 「蒙哥皇帝聖旨裏,宣 諭

倚付漢児田地裏応有先生那延張真人,懸 帯御前金牌,掌 管教門事」 という表

現が,蔡 美彪 『元代 白話碑集録』に収録される(16)「1252年 安 邑長春観道

(Dモ ンゴ ル 時代 の道 仏 論 争 につ い て は,中 村 淳 「モ ン ゴル 時 代 の 「道 仏 論 争 」 の実 像

一 ク ビ ラ イ の 中 国 支 配 へ の道 」(『東 洋 学 報 』 第75巻 第3・4号
,1994年3月,

pp.33-63)に そ の概 略 が ま とめ られ て い る.
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教真人箚碑」,(17)「1252年 平遥崇聖宮給文碑(一)」,(18)「1253年 平遥崇

聖宮給文碑(二)」,な らびに筆者がかつて 「モンゴル時代全真教文書の研究

(一)」(追 手門学院大学文学部紀要31号,1995年)で 紹介 した 「甲寅年(1254)

茜城澤浄観出給文碑」にいう,全 真教の第七代代表 ・李志常の肩書き説明 と

極めてよく類似する点である.た とえば,(16)「1252年 安 邑長春観道教真人

箚碑」冒頭は 「蒙哥皇帝聖旨裏,宣 諭倚付漢児田地裏応有底先生毎底那延真人,

懸帯御前金牌」 といい,(17)は 「蒙哥皇帝聖旨裏,宣 諭倚付漢児田地裏応有

底先生毎底□真人,懸 帯御前金牌」 という.ま た,(16)(17)(18)の 三つは

文末の日付文部分に印が押され,印 璽の文言に 「宣諭倚付漢地掌管道門之印」

ということ,す でに前掲論文で指摘した とお りである.「 甲寅年(1254)茵 城

澤浄観出給文碑」は文末の日付部分に印璽の筐型が刻されているか ら,こ れ

ら四種の原文書には共通 して 「宣諭倚付漢地掌管道門之印」の印璽が押され,

冒頭に述べ られ る肩書き説明 と文末の印璽 とが対応 して,発 給文書の権威 と

有効性 を保証 していた と思われる.李 志常がモンケ皇帝か ら直接印璽を与 え

られた ことは,王 鶚撰 「玄門掌教大宗師真常真人道行碑銘」(李志常の道行碑)

や 『元史』「憲宗本紀」辛亥年の諸政更改の条に関連記述がある.A碑 の冒頭

に上記四種 と極めて類似 した表現が置かれ,しかも 「李真人」の部分のみが 「張

真人」に替わっているというこのことは,1256年6月 の李志常の死後,全 真

教の第八代代表 ・張志敬 が彼の名跡をそっ くりそのまま引き継いだ ことを意

味するに違いない.

しかるにA碑 は,拓 本のスナップ写真を見る限 り,日 付部分に印璽の跡が

ない(「印」ないし 「押」の文字さえ無いように思われる).こ れは一体どうした

わけだろうか.

一方のB碑 は
,村 岡氏の前掲論考によれば日付部分に印璽が押され るとい

う.碑 石の現状では印璽の文言 は判読不能らしいが,B碑 の発給者が 「平陽

路道録司」である以上,印 璽 もそれに対応 して 「平陽路道録司」ないし 「平

陽路総管府」と刻される,と いうのが普通の推測だろう.
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所謂 「道仏論争」 にかかわる記事を幾つか列 して,李 志常から張志敬に至

る一連の展開を見てみよう.

先ず,1255年 の第一回公聴会終了後か ら1256年 の第二回公聴会に至る状況

を語るものとして,史 料⊂ 祥邁 『大元至元弁偽録』巻3を 以下に掲げる.

史料Cナ ーマ大師は……少林長老 と金鐙長老を徳興府に行かせ,今 上皇

帝クビライに対 してモンケ皇帝の聖旨を伝え,道 教側 に賠償 させ ようと

した.少 林長老は先ず,(後 の争いを避けるための)誓 約書 を提出 した.と

ころが(道 教側の代理)権 教張志敬はぐず ぐず言って(仏 教側に返還すべ

き地所を)渡 そうとしない.今 上皇帝クビライはお怒 りになって,侍 中劉

秉忠 と活者思(?)と に張志敬を殴らせた.張 志敬は頭や顔から血 を流 し

たが,恥 じる様子もなかった.

次 の歳(1256年),胡 覩孫を漢地方面に遣わし,モ ンケ皇帝の意図に従っ

て判決のまま実行 し,境 界を築き,(道 教側が返還すべき地所を)奉 福寺

に返還 させ ようとした.当 初,モ ンケ皇帝のお言葉により断事官の長を

委ね られた布只兒が,道 士たちが退去すべき関係路の寺院三十七箇所を

仏教側に返還するよう命 じたが,李 志常はその判決に従わず,道 士 ・樊

道録 を(今 上皇帝クビライのもとに)差 向け,内 幕を隠して,「 胡覩虎那

演が(オ ゲデイ時代に)登 録 した帳簿に従え.以 後,変 更 してはな らない」

という(偽 の)聖 旨を奏上 した.(李 志常は)こ のようにクビライに伝え

たが,ク ビライはその奏上をまだお許 しにはならなかった.す ると道士 ・

樊志応は乞台普花のもとに行 き,都 合のいい ことばか り言 い,偽 の聖旨

を伝 え,仏 寺を一方的に奪い,築 いた境界を倒 して しまった.

丙辰(1256)年 の五月,ナ ーマ大師は少林長老,奉 福寺の亨長老,統 摂

温庵主,開 覚寺の邁長老,大 名の津長老,上 方の雲長老,資 福寺の朗講

主,塔 必少大師,蘇 摩室利中山提領を再び使者に立て,阿 失真定,通 訳

の蒙古歹 とともに全員でカラコルムに行かせ,李 志常等が来るのを待っ
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て,ご 公家の前で道士たち と弁論を闘わせることとした.七 月十六 日に,

カラコルムの南の昔刺行宮でモンケ皇帝に拝謁 した.モ ンケ皇帝は諸師

を中に入れ,直 接お言葉をかけられ,金 帛をお授けになり,道 士の到着

を待った.と ころが李志常は畏れて出発できなかった.「 わたしには解 り

ませぬ」 とかつて知らぬ振 りをしたため,弁 論に敗北す ることを恐れた

のだ.そ こで(代 理の)権 教張志敬 ・魏仲平 ・温的罕等を遣わし,ぐ ず ぐ

ず とゆっくり歩かせ,僧 侶たち と顔を合わせぬ様,諸 師が退朝 したのを
(2)

見 計 らっ て 出発 させ た の で あ る.

『大元至元弁偽録』 は,テ クス トそれ自体に時に大 きな混乱があるように

見え,そ こに記述 される歴史記事 についてもその信憑性を疑 う向きが一部

にある.こ の書物の文体 を詳細に検討するに,『大元至元弁偽録』は確かに,

所謂 「直訳体風漢語文」 を不必要に頻用 し,時 間系列に従 わない逸話を十

分な説明 も無 しに挿入する傾向があり,そ れが読者を混乱 させる部分はある.

上の史料 ⊂にしても,劉 秉忠が張志敬を殴るシーンは1258年 頃のことと思

われ,1255年 当時のこととすれば後に引 く史料Fと 矛盾す るように思われ

るのだが,た だ しそれ は,こ の書物が連想の糸にしたがって時空を飛躍する

(2)那 摩大師 ……使少林 長老 ・金鐙長 老,就 徳 興府,対 今上皇帝宣前聖 旨,即 要賠償.

少林長老先与執結.而 張権教 志敬妄 欲支吾不肯分付.今 上大怒.令 劉侍中 ・活者思,

殴撃罵之,頭 面流血,全 無愧恥.明 年,遣 使胡覩孫下来,依 着皇帝聖旨本 意,尽 行帰断,

時築 界牆,分 付奉福寺家.初 蒙哥皇帝聖 旨裏委 付布只兒為頭衆断事官,随 路 合退先

生住着寺 院地面三十七処,並 令分付釈門.而 李志常不依帰断,差 道士樊道録再奏聖 旨,

別 生情 見,依 着胡覩虎那 演抄数,已 後不 許改正.雖 如是奏上,未 允許。而道 士樊志

応但 向乞台普花処説便,詐 伝皇帝聖 旨,一 面 却都奪了,復 推界牆.丙 辰 年五月,那

摩 大師再 共少林長老 ・奉福 亨長老 ・統 摂温庵 主 ・開覚邁長老 ・大 名津長 老 ・上方雲

長老 ・資福朗講主 ・塔:必少大師 ・蘇摩室 利中山提領,要 阿失真定 ・訳言 蒙古歹,並

上合刺鶻 林,預 待李 志常 等,共 対朝廷,与 先 生毎大行弁論.以 七 月十六 日,覲 帝於

鶻林城 之南昔刺行宮.帝 引諸師入 内,温 顔接 話,並 賜金 帛,専 待 道士弁明真偽.而

李 志常 怯不敢去,自 念前 対天子唯推不 知,今 更相 抗慮恐堕負,乃 使権 教張志敬 ・魏

仲平 ・温 的罕等,遷 延緩進,狙 僧遠近竟不面会.覗 聞諸師退朝,即 復趨程.
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癖があるからであって,虚 構を捏造しているか らではないと思われる.

それはともか く,史 料⊂で重要なのは,蒙 哥皇帝による裁定が1255年 にカ

ラコルムで行われた際に,ク ビライがそれに参加 していなかったこと,ま た,

蒙哥皇帝 による裁定は断事官の長 ・布只兒がその実行に当たったこと,李 志

常が 「偽の聖旨」を伝えた先にはクビライのみならず乞台普花 もあったこと,

の三点である.こ こにいう 「断事官 ・布只兒」とは,『 元史』「憲宗本紀」辛

亥年の諸政更改の条 に 「牙刺瓦赤 ・不只兒 ・斡魯不 ・覩答兒等 を以て燕京

等処行尚書省事 とす」 と記述 され る不只兒だが,こ の人物 は,『元史』巻4

「世祖本紀」1「 歳壬子」の条や同 ・巻124「 孟速思伝
」の記述 を見るかぎり,

クビライ とあまり良好 な関係になかった.ま た乞台普花 という人物 も,『元史』

巻4「世祖本紀」1中統元年6月 戊戌の条に「劉太平等謀反す.事 覚われ伏誅す,

並びに乞帯不花を東川 に誅す」 と記述される人物が この人だ とすれば,ク ビ

ライ とや はり複雑な関係にあった と見 るべきだろう.布 只兒 はクビライの

「漢地」での権益 に関わる人物
,乞 台普花は陝西 ・四川方面の権益に関わる

人物 として,モ ンケ皇帝在世 中か ら,ク ビライとは利害の対立があったの

で はあるまいか.

次 に,1255年 か ら1256年 に至 る李 志 常 の状 況 を い う もの として,

史料D王 鶚撰 「玄門掌教大宗師真常真人道行碑銘」を見てみよう.

史 料D(1254年)冬 十 有 二 月,旨 有 りて公(李 志 常)を 召 す.乙 卯(1255年)

の 秋 七 月,上(モ ンケ皇 帝)と(カ ラコル ムの)行 宮 に見 ゆ(第 一 回 目の公

聴会 を言 うだ ろ う).適 ま西 域 よ り方物 を進 む,時 に,太 子(ア リク ・ブケ) ,

諸 王,宴 に就 き,公 に勅 して 焉 に預 ら しむ.舎 館 既 に 定 ま り,数 しば召

見 せ られ,咨 す る に治 国 保 民 の 術 を 以 て す.十 有 二 月 朔 旦,上,公 に謂

い て 曰 く,「 朕 は,天 下 の百 姓 の安 生 楽 業 す る を欲 す る も,然 れ ど も我 と

此 の 心 を同 じ くす る者,未 だ其 の人 を見 ざ るは何 如 」 と.公,奏 して 曰 く,
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「古 自 り
,聖 君,愛 民 の 心 を 有 さ ば,則 ち, .才徳 の 士,必 ず 誠 に応 じて

至 らん 」 と.因 りて,勣 賢 を併 用 せ ば 国 泰 民安 の 效 を成 す 可 き を歴 挙 す.

上,之 を嘉 納 し,命 じ て 諸 冊 を書 か し む.午 未 の 間 に 入 りて 自 り顧 問 を

承 け,灯 に及 びて 乃 ち 退 く.

丙 辰(1256年)の 春 正 月,老 を 以て 辞 す.夏 四 月,北 庭 よ り至 る.五 月,

晦 に至 り,総 真 閣 の 北 簷,故 無 く して摧 壊 す.六 月庚 申朔,公,接 応 に倦 み,

賓 客 を謝 絶 し,隠 几 して 言 わず.戊 寅(19日),襟 を正 して 危 坐 し,左 右

に語 りて 曰 く,「 昨 夜,境 界 異 常 な り,吾,自 か ら卦 数 の 已 に尽 き,帰 は

其 の 時 な る を知 れ り.教 門 を主 管 す る も の は,向 き に 已 に奏 聞 し,誠 明

張 志 敬 を して 受 代 せ しめ た り.餘 は議 す 可 き者 無 し」.翌 日,悉 く符 印法

衣を以て之に付し,乃 ち頌を留め,正 に順いて化す.春 秋六十有西1

この記述で重要なのは,カ ラコルムにおける1255年 の裁定か ら李志常

が燕京 に帰 り着いたのが1256年4月 であった こと,ま た,そ の6月 に李

志常 は他界 し,そ の際に 「主管教門,向 己奏聞,令 誠明張志敬受代」 と述

べて 「符印法衣 を張志敬 に与えた」 こと,で ある.た だ し,A碑 を見 る限

り 「宣諭倚付漢地掌管道門之印」の印璽 は痕跡すらないのだか ら,王 鶚 の

記述 には何 らかの 「虚偽」が含 まれ ると見なすべきで あろう.ま た,「 主

管教門,向 已奏聞,令 誠明張志敬受代」 という一文 も,「 嗣承掌教」 と言

わず 「主管」「受代」といった表現が用い られている点は注意を要する.「 向

已奏聞」 とい う記述が 「事実」だ としても,「奏聞」の先 はモ ンケ皇帝で

(3)冬 十有二月,有 旨召公.乙 卯秋七 月,見 上於行宮.適 西域進方物,時 太子諸王就宴,

勅公預焉.舎 館既定,数 召見,咨 以治国保民之術.十 有二月朔旦,上 謂公 日,「朕欲

天下百姓安生楽業,然 与我同此心者,未 見其人何如」.・公奏 日,「自古聖君有愛民之心,

則才徳之士必応誠而至」.因 歴挙勣賢併用,可 成国泰 民安 之效.上 嘉納之,命 書諸冊.

自午未間入承顧問,及 灯乃退.丙 辰春正月,以 老辞.夏 四月,至 自北庭 五月至晦

総真閣之北簷 無故摧壊.六 月庚 申朔,公 倦于接応,謝 絶賓 客,隠 几不言.戊 寅,正

襟危坐,語 左右日,「 昨夜境界異常,吾 自知卦数已尽,帰 其 時矣.主 管教門,向 已奏

聞,令 誠明張志敬受代,餘 無可議者」.翌 日,悉 以符 印法衣 付之,乃 留頌,順 正而化,

春 秋六十有四.
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は な か っ た の で あ る(B碑 に 「大 王令 旨裏 」 とあ る こ とか らす れ ば,そ の 先 は

ク ビラ イ を 想定 すべ きだ ろ う).

次に,1254年 か ら1262年 に至 る張志敬 の状況 として,史 料E王 磐撰

「玄門嗣法掌教宗師誠明真人道行碑銘并序」(張 志敬の道行碑)を 掲 げる
.

甲寅 の 歳(1254年),師(張 志敬)を 以 て 提 点 教 門事 た ら しむ.後 両 年,

真 常 示 化 す.易 簀 の 際,衆,後 事 を以 て 請 を為 す.真 常 曰 く,「志敬 在 らば,

諸 君 は 何 をか 慮 らん 」.哭 臨既 に畢 り,衆,師 を環 りて 拝 す.内 外,翕 然

と して 欽 服 す.中 統 三(1262)年,朝 廷,之 に制 書 を賜 わ り,其 の詞 に 曰 く,

「玄 門 掌 教 真 人 張 志 敬 は
,童 子 の 身 自 り道 士 の 服 を着,志 行 ほ修 潔,問 学

は淹 該 た り.甫 か に 不 惑 の年 を逾 え,純 ら難 能 の 事 を作 こす .光 を前 輩

に増 し,法 を後人に垂る.特 に号を光先体道誠明真人 と賜 う」～里

この記述で重要なのは,「玄門掌教真人」 としての張志敬の立場を 「朝廷」

が正式に認定 したのが中統三年だったことである.そ の中統三年が,ク ビラ

イとアリク・ブケの戦いに一応の決着がついた年だったことは言うまでもない.

次に,1258年 に第三回目の公聴会が開かれるに至った経緯について,史 料F

『大元至元弁偽録』巻3に ある以下の記述を見てみよう
.

史料F丁 巳の年(1257)の 秋八月,少 林長老 と金鐙長老は再びカラコル

ムにモンケ皇帝を訪ねた.ア リク・ブケ大王は特に,モ ンケ皇帝の 「道教

徒がでっち上げた八十一化図,仏 法を破壊 し釈迦を誹謗する書 き物,そ

の板木はすべて焼 き払え.… …今上皇帝 クビライに委ね,決 まりどお り

(4)甲 寅歳,以 師提 点教 門事.後 両年,真 常示化,易 簀之際,衆 以後事為請,真 常 日,「志

敬在,諸 君何慮焉」.哭 臨既畢,衆 環 師而拝,内 外翕然欽服.中 統三年,朝 廷賜之制

書,其 詞 日,「玄門掌教真人張志敬,自 童子身,着 道士服,志 行修潔,問 学淹該,甫

逾不 惑之年,純 作難能之事,増 光前輩,垂 法後 人,特 賜 号光先体道誠 明真人 」.
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に執行せよ」 とい うお言葉をお伝えになった.モ ンケ皇帝は,『カラコル

ムですでに決 した ことが漢地では知 られてお らず,中 国方面で公聴会を

開き道教側を屈服させなければ,朝 廷が無理や り抑えつけた と騒 ぐこと』

をお思いになった.時 に今上皇帝クビライは上都に城壁を築かれ東方を

守っておられた.モ ンケ皇帝は聖 旨を出されてお任せ になり,各 方面の

専門家 ・名士を会 し,再 度議論 して,仏 教 と道教の どち らの言い分が

正 しいかを明 らかに しようとされた.今 上皇帝 クビライはモンケ皇帝

のお言葉を受け,少 林長老を長 とする僧侶たち,張 志敬 を長 とする道
(5)

士たちを召喚 し,上 都宮の大閣にお集 めになった.

この記述で重要なのは,第 三回目の公聴会を開催することが前年の1257

年秋 に決定 されていた こと,ま た,そ の開催が 「カラコルムですでに決 し

た ことが漢地では知 られていない」 という理由だったこと,さ らには,公

聴会 の主催者が断事官 ・布只兒ではな くクビライであったこと,の 三点で

ある.『大元至元弁偽録』 は,第 三回目の公聴会の正確 な日付を実は欠 くが,

同書 が掲載す るクビライの 「聖 旨」(モ ンケ皇帝の名代 として出された,と

同書は説明する)に 「時戊午年七月十一 日,行 張真人,既 聴読訖」 とい う

一文があるか ら
,公 聴会それ自体 も1258年 の7月H日 か,な い しはその

数 日前に開かれたと考 えるべきだろう.と すれ ば,開 催 の決定か ら実施に

至るまで,一 年近 くの時間的隔た りがあることになる.し かも,第 一回目

の裁定をモンケ皇帝に命ぜ られて実施 した布只兒は,公 聴会を主催 しない

ばか りか,そ れに参加 した形跡す らない(孟 速思や廉希憲は参加している).

また,史 料Cに 「当初,モ ンケ皇帝のお言葉により断事官の長を委ねられ

(5)丁 巳年 秋八月,少 林 長老 ・金鐙 長老再 上朝廷.阿 里 不哥大 王特伝聖 旨 「道 家前来

做下八十一化図 ・破填仏法並餘謗仏 文字 ・有底板木,焼 毀了者.・ … 委付今上皇帝,

如法行 了者」.帝 念此処 已定,漢 地不知,若 不就彼広集対弁,辞 窮 自屈,乃 訟国家強

抑折伏.時 今上皇帝建城上 都為 国東藩,皇 帝聖 旨倚 付将来,令 大 集九流名士,再 加

考論,俾 僧道両 路邪正分明.今 上皇帝承前聖 旨事意,普 召釈道両 宗,少 林長 老為頭

衆和尚毎,張 真人為頭衆先生毎,就 上都宮中大閣之下.
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た布只兒が,道 士 たちが退去すべき関係路の寺院三十七箇所 を仏教側 に返

還するよう命 じたが,李 志常はその判決 に従わず,道 士 ・樊道録をクビラ

イのもとに差向け,内 幕を隠 して偽の聖 旨を奏上 した」 というのは,ク ビ

ライと布只兒のこの間隙を李志常等全真教側が故意に狙 った可能性す ら示

唆す るだろう.

以上のことを背景にA・B二 碑の記述をもう一度みてみるならば,第一回 「道

仏論争」が行われた1255年 か らクビライ政権が誕生する1260年 に至る政治

情勢がそこに深 く投影されていることは明 らかである.A碑 が冒頭 に 「蒙哥

皇帝聖旨裏,宣 諭倚付漢児田地裏応有先生那延張真人,懸 帯御前金牌,掌 管

教門事」 と述べるのは,所 謂 「漢地」において,張 志敬がそのように名乗 り

得たことを意味するに違いない.と いうより張志敬 には,そ う 「詐称」す る

社会的要請があった.当 時の 「漢地」にあっては,僧 侶 ・道士に度牒 を与え

て各地の寺観に住持することを保証する,従 来の 「礼部」に当たる組織が燕

京行尚書省 にはな く,道 教については全真教の代表者が 「玄門掌教大宗師真

人」の名によってこれを代行 した(地 域の総管府が行う場合もあった).李 志常

が名乗った 「漢地のあらゆる道士に対 してノヤンとなることを委ね られた真

人」とは,要 は 「道士に度牒 を与え,宮 観に名額を保証するもの」の意であっ

て,「礼部尚書」 というに等 しかった.厂礼部尚書」は,「漢地」に道士 と宮観

が存在 し続ける限 り制度上必要な 「機関」「ポス ト」であ り,張 志敬がこれを

「詐称」 したのは,全 真教側の欺瞞以前に,制 度上の要請があったか らに他な

らない.し かるに,彼 は肩書きを 「詐称」することは出来ても,印 璽を押す

ことは出来 なかった.張 志敬は 「御前で親 しく印璽を授けられた」経験 もな

ければ,李 志常が所持 した印璽 も,恐 らく李志常 自身がモンケ皇帝に返却 し

て張志敬 の手元になかったか らである.印 鑑なしで与えられた出給文の有効

性を心配 した天聖宮側は,現地で印璽 を押 し得 る最高の機関に 「平陽路道録司」

を設定 し,「礼部尚書」に当たる張志敬を 「本院」 と呼ぶことによって,文 書

の体裁を整えることにした.か くして生まれたのが日付 と発給者のみが異な
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る第二の出給文,す なわちB碑 である.

そして,「平陽路道録司」がB碑 を出給する際,冒 頭を 「モンケ皇帝の命に

よって断事官の長に任じられた布只兒の鈞旨による平陽路道録司」としなかっ

た点,す なわち,「平陽路道録司」の認定を燕京行尚書省に頼 らなかった点に,

我々は当時の最 も重要な政治情勢を読み取るべ きだろう.『孔氏祖庭広記』巻

5に は,燕 京行尚書省のジャルグチ ・イェケ ・ノヤン(札 魯忽赤 ・也可 ・那演)

が孔家と孔廟の権益を認定 した例 もあった。平陽路道録司は平陽路総管府 を

出給者 に設定することも可能だったし,そ の他,天 聖宮の権益を守るために

は幾つかの方法があったはずだろう.だ が,に もかかわらず 「平陽路道録司」

は,A碑 か ら 「懸帯御前金牌掌管教門事」を削除して 「倚付漢地先生那延掌

教真人師父」を残 し,「大王令旨裏」を加えて,「 平陽路道録司」を 「漢地」

の機関と位置づける方法を選んだ.そ のことは,当 時の 「漢地」ない し道教

側が,ク ビライを,「道仏論争」の裁定に関与 したモンケ皇帝や布只兒 とは一

定の距離をもった,「漢地」の真の代表者 と見なしたことを意味するか もしれ

ない.B碑 の冒頭にいう 「クビライ大王のおことぼにより漢人の土地のすべ

ての道士たちのノヤンを委ねられた掌教真人師父(張)が,箚 付を与えて平陽

路道録司に任じた」 とは,少 なくとも1258年4月 の段階では,何 らかの実態

をともなった表現だったのである.
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